EU機関の仕組み

Structure of EU Institutions

最高政治的機関、EUを政治的に推進し政策の方向性を設定

Highest political organ to giving to the EU political impetus and defines general political directions



意思決定･立法

Decision-taking and law-making













EUとは

欧州連合（EU）は、設立条約に基づき欧州の27カ国で構成される新しい形の国家連合体です。その起源は、1952年に創設された欧州石炭鉄鋼共同体（ECSC）です。半世紀を超える統合プロセスの成果には、関税同盟、多くの経済分野での共通政策、市場統合、そして共通通貨ユーロの導入が挙げられます。また5次にわたる拡大によって、加盟国数は6カ国から27カ国となり、EUの現在の総人口は4億9,000万人、そしてそのGDPは10兆9,480億ユーロとなりました。このようにEUの経済規模は米国を凌ぐものとなりました。

EUの目的は、経済統合を通じた持続的かつ均衡の取れた経済的社会的発展、共通外交・安全保障分野での加盟国政府間協力にる国際的発言力の向上、そして警察・司法分野での加盟国政府間協力による欧州市民の安全確保にあります。

これらの目的を達成するために、EUは独特な立法、司法、行政機構を持っています。先ず、EU理事会は加盟国代表により構成され、欧州議会と共にEU立法を行ないます。また共通外交・安全保障政策と警察・司法協力においては、EUの唯一の意思決定機関としての役割を果たします。欧州議会は、直接選挙によって選ばれた785名の議員で構成されます。欧州市民を代表してEU理事会と共に立法手続きに参加し、同時に、EUの諸活動に民主的コントロールを行ないます。欧州司法裁判所は、EUの基本条約が正しく解釈され、適用されているかを確実にする役割を果たしています。そして欧州委員会は、EUの行政執行機関としてEU政策を実施し、唯一の法案提出権を持つEU機関としてEU立法に関与します。さらに、EUの最高政治的機関として欧州理事会（EU首脳会議）が存在し、EUを政治的に推進し、政策の方向性の設定という重要な役割を果たしています。

欧州理事会


（EU首脳会議）


加盟国首脳+欧州委員会委員長





European Council


(EU Summit)


Leaders of Member States + President of the European Commission





EU理事会


議長国任期６ケ月


加盟国閣僚+欧州委員会委員





EU Council


Term of Presidency: 6 months


Ministers from Member States + European Commissioner








共同の参加・協力その他の手続き


Participation in the co-decision, cooperation and other procedures





法案・予算案に関する


排他的発議権


政策提案


Exclusive right to initiate legislative, budget and policy proposals








協議


Consultation





規制･指令等の決定


Enactment of regulations and directives





行政


Administration








年次報告


Annual report





欧州委員会


定数　27人（任期５年）


ブリュッセル





European Commission


Commissioners: 27 (term: 5years)


Brussels








委員会不信任議決権


意見


Right to pass a motion of no-confidence in the Commission


Opinions








欧州中央銀行


フランクフルト





European Central Bank


Frankfurt

















欧州投資銀行


ルクセンブルグ





European Investment Bank


Luxembourg

















地域委員会


委員　344名


任期　４年


ブリュッセル





Committee of the Regions


Members: 344 (term: 4 years)


Brussels











経済社会評議会


委員　344名


任期　４年


ブリュッセル





Economic and Social Committee


Members: 344 (term 4 years)


Brussels











議長・副議長は2年半ごとに互選


President, Vice-presidents, 


(term: 2.5years=Mid-term change)








欧州議会


定数785人（任期５年）


本会議（ストラスブール）


委員会(ブリュッセル)





European Parliament


Members: 785 (term: 5years)


Plenary Meetings (Strasbourg)


Committee Meetings (Brussels)











立法・民主的統制


Law-making, democratic control





司法


Judiciary





会計監査院


検査官　27名


任期　6年


ルクセンブルグ





Court of Auditors


Members: 27 (term: 6years)


Luxembourg








欧州司法裁判所


判事　27人（任期6年）


（+第一審裁判所）


ルクセンブルグ





European Court of Justice


Judges: 27 (term: 6years)


(+Court of First Instance)


Luxembourg











